
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 

（平成十一年厚生省令第三十七号） 

 

第七章 通所介護 

第五節 共生型居宅サービスに関する基準 

（共生型通所介護の基準） 

第百五条の二 通所介護に係る共生型居宅サービス（以下この条及び次条において「共生型通所介護」という。）

の事業を行う指定生活介護事業者（指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に規定する指定生活介護

事業者をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準第百五十六条第一項に規

定する指定自立訓練（機能訓練）事業者をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）事業者（指定障害福祉サービ

ス等基準第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業者をいう。）、指定児童発達支援事業

者（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成二十四年厚生労働

省令第十五号。以下この条において「指定通所支援基準」という。）第五条第一項に規定する指定児童発達支

援事業者をいい、主として重症心身障害児（児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第七条第二項に

規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。）を通わせる事業所において指定児童発達支援（指

定通所支援基準第四条に規定する指定児童発達支援をいう。第一号において同じ。）を提供する事業者を除

く。）及び指定放課後等デイサービス事業者（指定通所支援基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デ

イサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス（指

定通所支援基準第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。第一号において同じ。）を提供する

事業者を除く。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

一 指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業所を

いう。）、指定自立訓練（機能訓練）事業所（指定障害福祉サービス等基準第百五十六条第一項に規定する

指定自立訓練（機能訓練）事業所をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）事業所（指定障害福祉サービス等

基準第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業所をいう。）、指定児童発達支援事業所

（指定通所支援基準第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。）又は指定放課後等デイサー

ビス事業所（指定通所支援基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。）（以

下この号において「指定生活介護事業所等」という。）の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提

供する指定生活介護（指定障害福祉サービス等基準第七十七条に規定する指定生活介護をいう。）、指定自

立訓練（機能訓練）（指定障害福祉サービス等基準第百五十五条に規定する指定自立訓練（機能訓練）をい

う。）、指定自立訓練（生活訓練）（指定障害福祉サービス等基準第百六十五条に規定する指定自立訓練（生

活訓練）をいう。）、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス（以下この号において「指定生活介

護等」という。）の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型通所介護の利用者の数の合計数である

とした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

二 共生型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定通所介護事業所その他の関係施

設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 

第百五条の三 第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条から

第三十四条まで、第三十五条から第三十六条の二まで、第三十八条、第五十二条、第九十二条、第九十四条

及び第九十五条第四項並びに前節（第百五条を除く。）の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。

この場合において、第八条第一項中「第二十九条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程（第百条に規

定する運営規程をいう。第三十二条において同じ。）」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提

供に当たる従業者（以下「共生型通所介護従業者」という。）」と、第二十七条及び第三十二条中「訪問介護

員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第九十五条第四項中「前項ただし書の場合（指定通所介護

事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限

る。）」とあるのは「共生型通所介護事業者が共生型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型

通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第九十八条第二号、第九十九条第五項及び第百一条第三項中

「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第百四条の三第二項第二号中「次条において

準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第三号中「次条において準用する第二十



六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第四号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは

「第三十六条第二項」と読み替えるものとする。 

 

指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について 

（平成11 年９月17 日老企第 25 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

 

第３ 介護サービス 

六 通所介護 

４ 共生型通所介護に関する基準 

共生型通所介護は、指定障害福祉サービス等基準第 78 条第１項に規定する指定生活介護事業者、指定障害

福祉サービス等基準第 156 条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業者、指定障害福祉サービス等

基準第 166 条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業者、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業

等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 24 年厚生労働省令第 15 号。以下「指定通所支援基準」という。）

第５条第１項に規定する指定児童発達支援事業者又は指定通所支援基準第 66 条第１項に規定する指定放課

後等デイサービス事業者が、要介護者に対して提供する指定通所介護をいうものであり、共生型通所介護事

業所が満たすべき基準は、次のとおりであること。 

（１） 従業者の員数及び管理者（居宅基準第 105 条の２第１号、居宅基準第 105 条の３） 

① 従業者 

指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能訓練）事業所、指定自立訓練（生活訓練）事業所、指定

児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所（以下この４において「指定生活介護事業

所等」という。）の従業者の員数が、共生型通所介護を受ける利用者（要介護者）の数を含めて当該指

定生活介護事業所等の利用者の数とした場合に、当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以

上であること。 

この場合において、指定生活介護事業所の従業者については、前年度の利用者の平均障害支援区分

に基づき、必要数を配置することになっているが、その算出に当たっては、共生型通所介護を受ける

利用者（要介護者）は障害支援区分５とみなして計算すること。 

② 管理者 

指定通所介護の場合と同趣旨であるため、第３の六の１の（４）を参照されたい。なお、共生型通

所介護事業所の管理者と指定生活介護事業所等の管理者を兼務することは差し支えないこと。 

（２） 設備に関する基準 

指定生活介護事業所等として満たすべき設備基準を満たしていれば足りるものであること。ただし、指

定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所の場合は、必要な設備等について要介護者が

使用するものに適したものとするよう配慮すること。 

なお、当該設備については、共生型サービスは要介護者、障害者及び障害児に同じ場所で同時に提供す

ることを想定していることから、要介護者、障害者又は障害児がそれぞれ利用する設備を区切る壁、家具、

カーテンやパーティション等の仕切りは、不要であること。 

（３） 指定通所介護事業所その他の関係施設から、指定生活介護事業所等が要介護者の支援を行う上で、

必要な技術的支援を受けていること。（居宅基準第 105 条の２第２号） 

（４） 運営等に関する基準（居宅基準第 105 条の３） 

居宅基準第105 条の３の規定により、居宅基準第８条から第 17 条まで、第19 条、第21 条、第26 条、

第27 条、第32 条から第34 条まで、第35 条から第36 条の２まで、第 38 条、第52条、第 92 条及び第

95 条第４項並びに第７章第４節（第 105 条を除く。）の規定は、共生型通所介護の事業について準用され

るものであるため、第３の一の３の（１）から（７）まで、（９）、（11）、（14）、（15）、（22）、（24）から（26）

まで及び（28）、第３の二の３の（４）並びに第３の六の２の（５）及び３の（１）から（８）までを参照

されたいこと。 

この場合において、準用される居宅基準第 100 条第４号及び第 102 条の規定について、共生型通所介護

の利用定員は、共生型通所介護の指定を受ける指定生活介護事業所等において同時にサービス提供を受け

ることができる利用者数の上限をいうものであること。つまり、介護給付の対象となる利用者（要介護者）



の数と障害給付の対象となる利用者（障害者及び障害児）の数との合計数により、利用定員を定めること。

例えば、利用定員が20 人という場合、要介護者と障害者及び障害児とを合わせて 20 人という意味であり、

利用日によって､要介護者が 10 人、障害者及び障害児が 10 人であっても、要介護者が５人、障害者及び

障害児が15 人であっても、差し支えないこと。 

（５） その他の共生型サービスについて 

訪問介護と同様であるので、第３の一の４の（５）を参照されたいこと。 

（６） その他の留意事項 

多様な利用者に対して、一体的にサービスを提供する取組は、多様な利用者が共に活動することで、リ

ハビリや自立・自己実現に良い効果を生むといった面があることを踏まえ、共生型サービスは、要介護者、

障害者及び障害児に同じ場所で同時に提供することを想定している。このため、同じ場所において、サー

ビスを時間によって要介護者、障害者及び障害児に分けて提供する場合（例えば、午前中に要介護者に対

して通所介護、午後の放課後の時間に障害児に対して放課後等デイサービスを提供する場合）は、共生型

サービスとしては認められないものである。 

 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 

（平成十二年厚生省告示第十九号） 

 

別表 

指定居宅サービス介護給付費単位数表 

６ 通所介護費 

注４ 共生型居宅サービスの事業を行う指定生活介護事業者（指定障害福祉サービス等基準第 78条第１項に

規定する指定生活介護事業者をいう。）が当該事業を行う事業所において共生型通所介護（指定居宅サー

ビス基準第105条の２に規定する共生型通所介護をいう。以下この注において同じ。）を行った場合は、

所定単位数の100分の93に相当する単位数を算定し、共生型居宅サービスの事業を行う指定自立訓練（機

能訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準第 156 条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事

業者をいう。）又は指定自立訓練（生活訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準第 166条第１項に規

定する指定自立訓練（生活訓練）事業者をいう。）が当該事業を行う事業所において共生型通所介護を行

った場合は、所定単位数の 100分の95に相当する単位数を算定し、共生型居宅サービスの事業を行う指

定児童発達支援事業者（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

（平成24年厚生労働省令第 15号。以下この注において「指定通所支援基準」という。）第５条第１項に

規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児（児童福祉法（昭和 22年法律第 164

号）第７条第２項に規定する重症心身障害児をいう。以下この注において同じ。）を通わせる事業所にお

いて指定児童発達支援（指定通所支援基準第４条に規定する指定児童発達支援をいう。）を提供する事業

者を除く。）が当該事業を行う事業所において共生型通所介護を行った場合は、所定単位数の 100分の90

に相当する単位数を算定し、共生型居宅サービスの事業を行う指定放課後等デイサービス事業者（指定

通所支援基準第66条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害

児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス（指定通所支援基準第 65条に規定する指定放課

後等デイサービスをいう。）を提供する事業者を除く。）が当該事業を行う事業所において共生型通所介

護を行った場合は、所定単位数の 100分の90に相当する単位数を算定する。 

注５ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業

所において、注４を算定している場合は、生活相談員配置等加算として、１日につき 13単位を所定単位

数に加算する。 

 

【別に厚生労働大臣が定める基準】 

十四の二 通所介護費及び地域密着型通所介護費における生活相談員配置等加算の基準 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 生活相談員を一名以上配置していること。 

ロ 地域に貢献する活動を行っていること。 



 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具

貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項

について            （平成12 年３月１日老企第 36 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

 

第２ 

７ 通所介護費 

（６） 生活相談員配置等加算について 

① 生活相談員（社会福祉士、精神保健福祉士等）は、共生型通所介護の提供日ごとに、当該共生型通所

介護を行う時間帯を通じて１名以上配置する必要があるが、共生型通所介護の指定を受ける障害福祉制

度における指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能訓練）事業所、指定自立訓練（生活訓練）事業所、

指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所（以下この（６）において「指定生活介

護事業所等」という。）に配置している従業者の中に、既に生活相談員の要件を満たす者がいる場合には、

新たに配置する必要はなく、兼務しても差し支えない。 

なお、例えば、１週間のうち特定の曜日だけ生活相談員を配置している場合は、その曜日のみ加算の

算定対象となる。 

② 地域に貢献する活動は、「地域の交流の場（開放スペースや保育園等との交流会など）の提供」、「認知

症カフェ・食堂等の設置」、「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、「地域のボランティア

の受入や活動（保育所等における清掃活動等）の実施」、「協議会等を設けて地域住民が事業所の運営へ

の参画」、「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地域や多世代との関わりを持つためのものとす

るよう努めること。 

③ なお、当該加算は、共生型通所介護の指定を受ける指定生活介護事業所等においてのみ算定すること

ができるものであること。 

 

 

 


